
あなたも私もみんなステキ
～ともに考えましょうみんなの人権～

人権尊重委員会
人権推進課
（総合センター）
☎６４‒１１２６

jinsui@town.yuasa.lg.jp　町民人権学習会に参加して　　　　　　　　　　　　　　　　

各地区の区長さんを中心に、住民のみなさんが参加され、開催しています今年度の町民人権学習会は、「部

落差別の今」をテーマに話し合われています。

鑑賞いただいた啓発ＤＶＤ『あなたに伝えたいこと』では、部落差別の中でもインターネット上の差別と結

婚差別に焦点をあてています。情報化の進展に伴い、匿名性を悪用した差別的な書き込みが行われている現

状や生まれた土地によって結婚を断られた人々の悲しみから、

正しい知識を学び、偏見にとらわれることなくその人自身を見る

ことの大切さを教えてくれる作品です。

部落差別は許されないことです。

町でも１０月1日から「湯浅町部落差別をなくす条例」が施行さ

れています。町民一人ひとりが理解を深め、部落差別を根本からな

くし、湯浅の元気・笑顔をみんなの力でさらに充実させましょう。

今年度もあと少し！ぜひご参加ください ～湯浅町／湯浅町教育委員会／湯浅町人権尊重委員会～
町内各地で開催しています今年度の町民人権学習会は、残すところ２ヶ所となりました。まだご参

加いただいていない方は、ぜひご参加ください。１ヶ所は下記の日程となっております。最後の１ヶ所

も日程が決まり次第、回覧にてお知らせいたします。多くのみなさんのご参加をお願いいたします。

◆日　時：1月18日㊏19時00分～　場所：ふれあいプラザ(別所61番地1)

広告 町収入の一部とするため有料広告を掲載しています

出された意見（抜粋）
●子どもの世代が、インターネットを通じて誤った情報を見てしまった際に、誤った認識を正せるよ

うに、親世代の勉強も必要だと感じた。

●現実問題として、差別がいまだに存在することから、継続して差別の解消

に取り組みたいと思った。

●正しい知識を持って、差別のない湯浅町を目指したい。

●相手の立場に立ち、自分ならどう思うか？を考えることが差別解消の意識

を育てることになる。
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利用案内 ■開 館 時 間：平　　　日／ 9：30～19：00
　　　　　　　　土・日曜日／ 9：30～18：00
■休　館　日：月曜日、祝日、毎月月末の金曜日
■お 問 合 せ：湯浅町立図書館　☎62‒2280

児童書一般書

図書館 来てみて！

『型紙いらずの着物リメイク』松下純子／河出書房新社
　１枚の着物から大人と子どものお揃いの服が作
れる、着物リメイクを提案。着物地の基本の幅を
生かし、型紙いらずで、生地にあまりはさみをい
れないで作るブラウス、パンツ、スカート、ワンピー
スなどを紹介します。

『おしょうがつバス』　藤本ともひこ／鈴木出版
　大晦日の夜。十二支の動物たちは、だれが一番先に初日の
出をみるか、眺めのいい丘まで競争し
ます。除夜の鐘の「ごーん」という音
がすると、みんないっせいに出発しま
した。出遅れたバスとねずみたちもあ
わてて出発し…。（対象：３～５歳）

『安心・安全！はじめての快適車中泊』
ＪＴＢパブリッシング
安全で快適な車中泊のための入門書。車中泊

のノウハウやアイデアを満載した車種別の実例、
安眠＆熟睡のための車中泊グッズ等を紹介する
ほか、全国のＲＶパーク、温泉が楽しめる道の
駅などを掲載。

『森のクリーニング店シラギクさん』
髙森美由紀／あかね書房
　クリーニング店を営むシラギクさんは、どん
な汚れも落とせるスゴ腕。ある日、一羽のフク
ロウが、汚れたベストを持ってきて…。新品に
戻らないのは、悲しいことじゃない。あるがま
まの自分を受け入れていく成長物語。（対象：小学３～４年生）
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内『社長、クレーマーから「誠意を見せろ」と電話がきています』　島田直行／プレジデント社

『シャガクに訊け！』　大石大／光文社
『日照雨』　志川節子／新潮社
『スワン』　呉勝浩／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　　など

『おうさまのこどもたち』　三浦太郎／偕成社
『ながーい５ふん みじかい５ふん』　オリヴィエ・タレック／光村教育図書
『にだんベッドだいすき！』　ほそいさつき／岩崎書店
『ビジュアル日本の住まいの歴史 ４』　ゆまに書房　　など

＊おはなし会（こども向け） 次回は１／１１（土）です！＊

湯浅町障がいを理由とする差別をなくす
条例に基づく模範事業者を募集します
湯浅町では、平成31年４月１日に、湯浅町障がいを理由とする差別をなくす条例を施行し、

誰もが住みやすいまちづくりを進めています。

障がいを理由とする差別の解消の普及・啓発を目的として、差別の解消に貢献が認められる

事業者を表彰する模範事業者表彰を実施します。

●対象事業者　湯浅町に事業所があり、障がいを理由とする差別をなくすための
　　　　　　　活動に積極的に取り組んでいる事業者

●応募方法　　自薦・他薦を問いませんので、下記の問合せ先までご連絡を
　　　　　　　お願いします。

●応 募 例　　・段差をスロープに改装した
　　　　　　　・障がいのある方を積極的に雇用している

　　　　　　　・代筆や車いすの対応など職員研修を実施している

　　　　　　　・来店できない方のために、配達や送迎を行っている　等

●募集締切　　１月31日㊎
●問合せ先　　健康福祉課福祉係（11番窓口）　 ☎64－1120
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